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一般職業紹介状況（２５年１０月内容）について

  （石巻公共職業安定所）
  〒986-0832　石巻市泉町4丁目1-18

月　報

平成25年12月号

 ハローワーク石巻

ｃ 

○ 求職のようす 
  新規求職者数は１，０３５人で、前年同月比で２．８％（２８人）、前月比で１０．０％（９４人）といずれも増加した。 
  有効求職者数は３，５１７人で、前年同月比で▲２０．４％（９０２人）減少し、前月比では２．６％（８９人）増加した。 
  これを年齢階層別割合でみると、４４歳以下は５８．６％、４５歳以上５４歳は１６．９％、５５歳以上は２４．５％となっている。 

○ 求人のようす 
  新規求人数は２，４３８人で、前年同月比で９．１％（２０４人）、前月比で１６．１％（３３８人）といずれも増加した。 
   産業別でみると、建設業が５３７人で前年同月比２８．２％（１１８人）、宿泊業・飲食サービス業が１３３人で同６０．２％（５０人）、  
  生活関連サービス業・娯楽業が１０６人で同８９．３％（５０人）、医療・福祉が３７６人で同１７．１％（５５人）、サービス業が 
  ２１５人で同２８．０％（４７人）とそれぞれ大幅な増加となった。 
   一方、卸売業・小売業が２９５人で同▲２１．５％（８１人）と大幅に減少し、製造業が４６８人で同▲３．５％（１７人）、運輸業・ 
  郵便業が１４２人で同▲９．０％（１４人）とそれぞれやや減少した。 
   月間有効求人数は５，９３８人で、前年同月比で３．９％（２２３人）、前月比で６．９％（３８１人）といずれも増加した。 

○ 有効求人倍率 
  有効求人倍率は１．６９倍となり、前年同月比で０．４０ポイント、前月比では０．０７ポイントとそれぞれ増加した。 

H24.10 H24.11 H24.12 H25.1 H25.2 H25.3 H25.4 H25.5 H25.6 H25.7 H25.8 H25.9 H25.10
有効求人数 5,715 5,833 5,498 5,411 5,765 6,036 5,874 5,834 5,432 5,293 5,310 5,557 5,938
有効求職者数 4,419 3,904 3,187 3,217 3,382 3,613 3,928 3,869 3,706 3,556 3,402 3,428 3,517
求人倍率 1.29 1.49 1.73 1.68 1.70 1.67 1.50 1.51 1.47 1.49 1.56 1.62 1.69

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

有効求人数 

有効求職者数 

求人倍率 



計 男 女 前月比 前年同月比

2,438 ＊ ＊ 16.1 9.1

5,938 ＊ ＊ 6.9 3.9

1,035 437 502 10.0 2.8

うち　保 249 66 82 68.2 12.7

3,517 1,569 1,845 2.6 ▲ 20.4

うち　保 1,158 465 648 3.7 ▲ 36.6

新　　規 2.36 ＊ ＊ 　0.13Ｐ 　0.14Ｐ

有　　効 1.69 ＊ ＊ 0.07Ｐ 0.40P

1,366 672 693 ▲ 0.1 ▲ 14.4

うち　保 220 98 138 ▲ 6.8 ▲ 19.7

490 224 257 1.7 ▲ 20.8

うち　保 102 43 40 18.6 ▲ 2.9

47.3 51.3 51.2 　▲ 3.9Ｐ ▲ 14.2Ｐ

※　平成16年11月から求職申込書における「性別」欄の記載が任意となったことに伴い、男女別の
　　合計は必ずしも一致しない。

有効求人倍率の推移（パート含む）

一般職業紹介状況（パート含む）

新 規 求 人 数

月 間 有 効 求 人 数

新 規 求 職 者 数

求 人 倍 率

項　　　　　目

紹 介 件 数

就 職 件 数

新 規 就 職 率

月 間 有 効 求 職 者 数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

H23年度 0.28 0.29 0.37 0.45 0.54 0.59 0.61 0.66 0.65 0.70 0.77 0.78

H24年度 0.77 0.76 0.88 0.96 1.04 1.14 1.29 1.49 1.73 1.68 1.70 1.67

H25年度 1.50 1.51 1.47 1.49 1.56 1.62 1.69
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計 身体障害者 知的障害者等 前月比 前年同月比

25 10 15 25.0 ▲ 10.7

11 5 6 22.2 10.0

21 6 15 200.0 10.5

319 144 175 0.9 22.7

※　金額の単位は千円

計 男 女 前月比 前年同月比

28 ＊ ＊ 55.6 12.0

5 ＊ ＊ ▲ 68.8 66.7

3,899 ＊ ＊ 0.6 5.5

798 432 366 0.1 ▲ 12.1

754 422 332 20.4 6.2

455 ＊ ＊ 18.5 7.6

41,990 24,946 17,044 0.1 5.5

267 108 159 52.6 7.7

663 274 389 ▲ 0.3 ▲ 13.8

74,052 33,665 40,386 1.0 ▲ 22.3

33 23 10 57.1 ▲ 68.3

4,393 3,477 916 139.8 ▲ 50.3

0 0 0 0 ▲ 100.0

0 0 0 0 ▲ 100.0

※　各金額は千円未満を四捨五入しているため、計で若干の誤差を生じる場合がある。
※　広域延長給付は２３年１０月から運用され、平成２４年９月３０日に終了している。
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廃 止 事 業 所 数

障害者職業紹介状況

雇用保険取扱状況

項目

新 規 求 職 者 数

就 職 件 数

月 末 現 在 有 効 求 職 者 数

広 域 延 長 給 付 金 額

給
付
金
関
係

一 般 給 付 受 給 者 数

個別延長給付受給者数

広域延長給付受給者数

 「石巻地域若者サポートステーション」         （厚生労働省認定事業） 

 厚生労働省認定事業である「地域若者サポートステーション」（愛称：「サポステ」）では、自治体、各支援機

関、企業など地域のネットワークとも連携して、働くことに悩みを抱えている15歳～39歳までの若者に対し

て、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーションセミナー、模擬面接や応募書類の

添削などによるステップアップ、職場見学・体験などの就労に向けた支援を行っています。 

   石巻市西山町６－３９ カムロ第２ビル２号室（２階）   TEL 0225-90-3671 



顆 隋

宮城県最低賃金

最 低 賃 金 額 効力発生日

時 間 額

24.10.19
瑣核5円

瑣瘍瑣円 25。 10.31

べての労働者 (臨時、ノi― トタイマー、アルノヽイ ト

に適用されます。

で ロ 以下

宮城県産業別最低賃金
業種は日本標準産業分類による。

最低賃金額 適用除外労働者
(この相に掲げる労働者は、上記の

宮城県最低賃金が適用になります。)

牲＋
ガ

鋤
刑

時間額

鉄鋼業(高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業
(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除<)、 可鍛鋳鉄製造
業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業にお
いて管理,補助的経済活動を行う事業所を
除く。以下同じ。)又は純粋持株会社 (管理

する全子会社を通じての主要な経済活動が

鉄鋼業に分類されるものに限る。)

業鋼鉄
7聡聡円 (1)18歳未満又は65歳以上の者

(2)雇入れ後 3月未満の者であって、技能習
得中のもの

(3)清掃又は片付けの業務に主として従事す
る者

24

798円 2a12:15

電子部品 0デバイス・

電子回路、電気機械器

具、情報通信機械器具

製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業、電

気機械器具製造業、情報通信機械器具製造

業又は純粋持株会社 (管理する全子会社を

通じての主要な経済活動が電子部品・デバ

イス・電子回路製造業、電気機械器具製造

業又は情報通信機械器具製造業に分類され
るものに限る。)

T轟 9円

(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後 6月未満の者であつて、技能習

得中のもの

(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
口 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は

運搬の業務
ハ 手作業による部品の差し、曲げ苦しくは

切りの業務又は目視による検査の業務
二 部品の組立て又は加工の業務のうち、手

作業により又は手工具若しくは小型電動
工具を用いて行う組線、巻線、かしめ、
取付け又は穴あけの業務

2412,15

TttT円 2a12,19

自動車小売業
'

自動車小売業(二輔自動車小売業(原動機付
自転車を含む)を除<。 以下同じ。)、 当該
産業において管理,補助的経済活動を行う

事業所又は純粋持株会社 (管理する全子会
社を通しての主要な経済活動が自動車小売

業に分類されるものに限る。)

T轟 4円

(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後 3月未満の者であって、技能習

得中のもの

(3)清掃又は片付けその他これらに準する軽
易な業務に主として従事する者

2412:15

T臨 3円
民

Ｖ2a

注1 次に掲げる賃金は、最低賃金の計算には含まれません。

(1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当 (4)賞与等 (5)時間外・休日・深夜手当

注2 日綸者 0月綸者・歩合給者等の賃金については、1時間当たりの賃金額が、最低賃金の時間額を下回つ

てはいけません。

詳細については、宮城労働局労働基準部賃金室 (022-299-8841)又は、最寄りの労働基準監督署へお問い

合わせください。

仙台労働基準監督署 022-299-9075  大河原労働基準監督署 0224-53-21〔薄

石巻労働基準監督署 0225-22-3365  瀬 峰労働基準監督署 0228-38-3131
古川労働基準監督署 0229-22-2112

宮 働
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